
オフィス活動分野

環境省環境配慮の方針
（環境基本計画に基づき策定）
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環境省環境マネジメントシステム

政策分野

※環境省では、政策分野・オフィス活動分野の環境配慮の進捗状況について、環境配慮促進法第
６条に基づく「環境配慮等の状況」の報告として環境報告書を作成している。

※環境報告書の公表をもって、環境省環境配慮方針に基づく自主的点検の公表としている。
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